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高等学校用教科書の採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる不適切な行為に関する 
調査結果等及び「教科書発行者行動規範」の制定について（通知） 

 このことについて、別添写しのとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知がありました。 
さきの高等学校用教科書の採択の公正性・透明性に疑念を生じさせる不適切な行為について、調

査の結果、本道においても、教科書発行者が教科書に準拠する教材を無償で提供していた事案が確

認され、詳細を別紙のとおりまとめたところです。 
不適切な行為が確認された高等学校においては、在籍する生徒やその保護者、さらには地域住民

等に対して、教科書の選定結果や理由等について改めて丁寧に説明するようお願いいたします。 
また、「教科書の発行に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令の公布、施行について」

（平成 28 年７月 11 日付け教義第 705 号北海道教育委員会教育長通知）において通知したとおり、

教科書の発行に関する臨時措置法施行規則（昭和 23 年文部省令第 15 号）が改正され、平成 29 年

度に高等学校等において使用する教科書に限り、都道府県教育委員会から文部科学大臣に対する需

要数の報告期限が本年 10月 31 日まで延長されていることから、高等学校を所管する市町村教育委

員会並びに国立高等専門学校学校及び私立高等学校においては、改正の趣旨を踏まえて、平成 29年

度に使用する教科書の採択を自らの権限と責任において公正かつ公平に行うようお願いします。 
加えて、昨年度来、明らかとなっている教科書発行者による一連の不適切な行為を受けて、一般

社団法人教科書協会が「教科書宣伝行動基準」の見直しに向けた検討を行っていたところですが、

この度、より実効的な自主規範として「教科書発行者行動規範」が制定されました。 
教科書の著作・編集活動の一環として、教科書発行者が教職員等から意見を徴することは大きな

意義を有するものでありますが、一方で、当該意見聴取が不適切な形で行われ、教科書採択の公正

性・透明性に疑念を生じさせることはあってはならないことから、教職員等が教科書発行者による

不適切な行為に関与又は荷担することのないよう、全ての学校、教職員等に対して周知徹底いただ

様 



き、教科書採択の公正性・透明性の確保に万全を期すようお願いするとともに、万が一、行動規範

に違反する行為その他教科書発行者による不適切な行為を確認した場合には、「教科書採択におけ

る公正確保について」（平成 28年１月 13日付け教義第 1658 号北海道教育庁学校教育局義務教育課

長通知）に基づき報告いただきますよう、重ねてお願いいたします。 
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（ 義 務 教 育 課 義 務 教 育 グ ル ー プ ）  
（特別支援教育課学校教育指導グループ） 



教科書発行者による教材の無償提供が行われた公立高等学校に関する調査結果

１ 経緯
教科書発行者である大修館書店が、同社が発行する教科書を使用している又は使用する予定の高等学校

に対して、当該教科書に準拠する教材を無償で提供していた事案が明らかとなったことを受けて、文部科
学省は、道教委に対して、大修館書店の調査結果に基づいて、該当の高等学校に関する情報を提供し、調
査を依頼。

２ 調査対象校
大修館書店が平成25年度から平成28年度までの期間に教材の無償提供を行ったとした道内の公立高等学

校18校のうち閉校となった１校を除く17校。
３ 調査内容
(1) 教材の無償提供が行われた事実の有無
(2) 高等学校から教材の無償提供を求めた事実の有無（ 無」の場合は無償提供の経緯）「
(3) 教材の無償提供について、教科書採択の見返り又は勧誘との認識の有無
(4) 教材の無償提供がこれまでの教科書採択に与えた影響の有無
(5) 担当者の所属、氏名、採択結果、金品その他の利益等の事実確認

４ 調査方法
教育局職員及び市町村教育委員会職員が所管の関係高等学校を訪問し、管理職からの聞き取りにより調

査を実施。
５ 調査期間

平成28年７月１日（金）～平成28年７月26日（火）
６ 調査結果
(1) 教材の無償提供の有無

調査項目 有 無
教材の無償提供が行われた事実の有無 16校 １校

(2) (1)で「有」とした学校の状況
調査項目 有 無

ア 高等学校から教材の無償提供を求めた事実の有無 ０校 16校
イ 教科書採択の見返り又は勧誘との認識の有無 ０校 16校
ウ 教材の無償提供が教科書採択に与えた影響の有無 ０校 16校
エ 金品その他の利益の受領の有無 ０校 16校

(3) 教科書発行者から学校に教材が送付された経緯
調査項目 校数

ア 教科書発行者から｢無償で提供できる教材があるので送付する｣と申し出 ６校
イ 教科書発行者から｢教科書の付属品である教材を送付する｣と申し出 ５校
ウ 教科書発行者から｢教材の在庫があるので活用してほしい｣と申し出 １校
エ 教科書発行者から事前の連絡は一切なく送付 ４校

(4) 各年度において教材が無償提供された状況等（平成25～28年度）
年度 科 目 学校数計 部数計
Ｈ25 コミュニケーション英語Ⅰ ８校 754部

コミュニケーション英語Ⅰ ９校 953部
Ｈ26

コミュニケーション英語Ⅱ ５校 396部
コミュニケーション英語Ⅰ 10校 1,349部

Ｈ27
コミュニケーション英語Ⅱ ６校 519部
コミュニケーション英語Ⅰ ７校 930部

Ｈ28
コミュニケーション英語Ⅱ ６校 383部

合 計 延べ51校 5,284部
※ 「学校数」は、年度別の対象校数。

７ 道教委の今後の対応
各学校における教科書選定が適正に行われるよう、今後も引き続き、全ての道立高等学校等に対し、

次の点について周知徹底を図る。
(1) 生徒の教育に携わる教職員等の教育公務員は、その職責などから高い倫理観が求められており、一人
一人が教育公務員として使命と責任を深く自覚し、自らを律し行動するとともに、法令等を遵守し、
厳正な服務規律の確保に努めること。

(2) 教科書の選定については、各学校の「教科書選定委員会」において北海道教育委員会が示した「教科
書採択に関する基本方針」及び「教科書採択に関する観点」などに基づき公正が確保されていること
を対外的に説明できるよう、教科書選定委員会における会議録資料を整備・保存するなど、万全を期
すこと。

【別紙】







高等学校用教科書の発行者による不適切な行為に関する
都道府県教育委員会等による調査結果について

平成２８年９月９日
初等中等教育局教科書課

高等学校用教科書の発行者による内部調査の結果に基づいて、都道府県教育委員会等に
情報提供を行い、事実関係及び採択への影響等に関する調査を依頼していたところであるが、本
日までに、全ての都道府県教育委員会等から回答があった。

＜都道府県教育委員会等からの報告結果の概要＞
都道府県教育委員会等による調査の結果、発行者６社（教育芸術社／大修館書店／新興出

版社啓林館／日本文教出版／明治書院／第一学習社）により、
・ 検定申請本の内容の開示等とともに何らかの形で金品の支払いを伴う行為（１社）
・ 採択の勧誘又は見返りを目的とした金品その他の利益の供与であるとの疑念を生じさせる行為（５社）
のいずれかの不適切な行為が、４０の都道府県の計２７１校において５４１件確認された。
※ 上記のうち、公立学校又はその教員に対する行為は、３６の都道府県の計１９６校に対して３９１件。
※ このほか、発行者による内部調査の結果に基づいて、都道府県教育委員会等により調査が行われたもの
の、当該行為の事実確認ができなかったものが５１件あった。

＜発行者ごとの内訳＞
教育芸術社 （１教科・４６校・４７件）⇒（１教科（芸術）・４０校・４０件）

◇ 生徒用の教材を、教員用の教材と誤認させるおそれがある形で教員に献本
２都道府県において、３校・３件

◇ 音楽 CD を教員に無償で提供 ２都道府県において、３７校・３７件

大修館書店 （２教科・２１６校・４６０件）⇒（２教科（保健体育、外国語）・１９７校・４４１件）

◇ 教師用指導資料の一部又は全部を、当該資料を購入した高等学校等に献本
６都道府県において、３６校・４８件

◇ 生徒用の教材を高等学校等に無償で提供
３８都道府県において、１６２校・３９３件

新興出版社啓林館 （３教科・６校・１３件）⇒（３教科（数学、理科、外国語）・４校・９件）

◇ 教師用指導資料の一部又は全部を、当該資料を購入した高等学校等に献本
４都道府県において、４校・９件



日本文教出版 （１教科・１校・１件）⇒（１教科（情報）・１校・１件）

◇ 教員に検定申請本を開示し、意見聴取の対価として金品を支払うとともに、交通費を支給
１都道府県において、１校・１件

明治書院 （新規）⇒（１教科（国語）・１校・１件）

◇ 教師用指導資料を、当該資料を購入した高等学校等に献本
１都道府県において、１校・１件

第一学習社 （５教科・４１校・５７件）⇒（５教科（国語、地理歴史、公民、保健体育、外国語）・３５校・４９件）

◇ 教師用指導資料等の一部又は全部を、当該資料を未購入の学校を含む高等学校等に対して献本
１３都道府県において、３５校・４９件

＜文部科学省による今後の対応＞
○ 各採択権者（公立学校：教育委員会、私立学校：学校長）等による調査の結果、採択に不公正な影響を
与えたケースはなく、いずれの高等学校等において使用される教科書の採択についても、公正に行
われた旨の報告を受けている。

○ 一方で、教師用指導資料又は教科書準拠の教材を提供した事案（大修館書店／新興出版社啓林館
／明治書院／第一学習社）に関し、当該発行者の教科書の新規採択を契機として提供を受けたケース
が計１８３件確認されており、高等学校用教科書の採択の公正性・透明性に疑念を生じさせた
ことは事実であることから、各都道府県教育委員会等に対して、

◇ 今般の事案に関して、保護者、地域住民等への説明責任を積極的に果たすとともに、
◇ 不適切な行為があった高等学校だけではなく、管轄の全ての高等学校において平成２９
年度に使用する教科書の採択について、今般の事案も踏まえた上で、適切に行うこと

等を要請する初等中等教育局長通知を発出する。加えて、文部科学省ＨＰに今般の不適切
な事案を公表する。
※ 教育芸術社の事案に関して、当該発行者の教科書の新規採択を契機として提供を受けたケースは計１件ある。
※ なお、不適切な行為があった高等学校における採択結果等の教育委員会等における公表状況や、本年
度の採択結果については、採択期間（～１０月末）終了後、調査を行う予定。



【別紙】 株式会社明治書院による不適切な行為について
＜ 経緯 ＞
○ 東京都教育委員会等による調査の過程において、都内の私立学校１校から、
・ 平成25年4月に、明治書院の教科書（高等学校国語総合）に係る指導資料セットを１セット購
入した際に、追加で１セット（22,000円）提供を受けた。

旨の申告があった（その後、東京都教育委員会から文部科学省に対して同内容の報告。）。
○ 当該私立学校から連絡を受けた明治書院が再調査を行ったところ、当時在職していた営業
担当者が既に退職しており、詳細は不明であるものの、教員からの求めに応じて献本を行った
可能性が否定できない旨の報告があった。

＜ 内部調査の際に報告がなかった理由 ＞ ※明治書院からの報告。

○ 文部科学省の要請に基づく内部調査については、在職する全ての営業担当者に対する聴き
取り調査及び経理関係書類の精査に加えて、当時、在職していた営業担当者に対しても可
能な限り聴き取り調査を行った上で報告書を取りまとめた。

○ 一方で、当時、当該私立学校が所在する地域の営業担当者は、健康上の問題を抱えてお
り、指導資料セットの提供を行った後、平成26年10月に退職していたこともあり、内部調査の
段階においては、十分な聴き取り調査ができなかった（現時点においては、必ずしも記憶が定
かではないが、当該私立学校に指導資料セットを提供していないとは言い切れない旨説明して
いる模様。）。

○ また、当時から指導資料セットについて在庫管理は行われているものの、それとは別に、各営
業担当者に対して見本として１セット配布されており、それを提供した可能性が高い。なお、こ
のため、当該営業担当者が、他の学校に同様の行為を行っていたことは想定されない。

＜ 文部科学省における対応（案）＞
如何なる理由があったにせよ、報告漏れであることには間違いはなく、当該種目（国語総合）ある

いは当該教科（国語）の教科書の発行の指示を行わない措置を講ずることも考えられる。
一方で、今般の事案に関し、明治書院からの報告と東京都教育委員会等の証言に齟齬はな

く、内部調査の時点においては、明治書院が当該行為について把握する術がなかったことが想定
されることから、当該事実を以て厳罰に処すことは必ずしも適当であるとは言えない。
このため、明治書院に対しては、今後の改善方策について報告書の提出を求めた上で、改善

要請通知を発出するとともに、当該事実を公表し、採択権者の適正な判断により、平成29年度
使用教科書の採択に反映させることとしたい。

［参考］明治書院による教科書の発行状況（平成28年度需要数）（※）は２分冊。
国語総合：精選国語総合［現代文編］［古典編］ 51,782冊（2.0％）（※）
国語総合：高等学校国語総合 48,397冊（3.8％）
現代文Ｂ：精選現代文Ｂ 36,816冊（3.4％）
現代文Ｂ：高等学校現代文Ｂ 27,569冊（2.6％）
古典Ｂ ：精選古典Ｂ［古文編］［漢文編］ 61,541冊（4.0％）（※）
古典Ｂ ：高等学校古典Ｂ 18,583冊（2.4％）














